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カスタマーハラスメント基本方針 
 

 

 

吉田直土木株式会社（以下、当社）は、全役職員と、お客様をはじめとする全てのビジネスパ

ートナー(以下、「お客様等」といいます)の人権を共に尊重し、お客様等の信頼や期待に応えて

いくため、万が一お客様等からの、社会通念を超えた要求や言動があった場合の基本方針を定め

ました。 

 

当社が考えるカスタマーハラスメントの定義 

お客様等からの要求·言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、または要求の内容が妥当で

あっても当該要求を実現するための手段·態様が社会通念上不相当なものであり、当社役職員の

就業環境が害されるもの 

 

当社の対応 

１．社内対応 

①カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置し、対応体制を整備します。 

②カスタマーハラスメントの発生に備え、当社役職員がカスタマーハラスメントに関する知

識及び具体的な対応方法を習得するための教育·研修を実施します。 

③カスタマーハラスメントが発生した場合、事実関係を正確に把握し、速やかに必要な対応を

講じます。 

④より適切な対応のため、弁護士等の外部専門家と連携し対策を講じます。 

⑤カスタマーハラスメントの被害にあった当社役職員に対する配慮の措置を適正に行います。 

⑥同種の行為が再発することを防ぐために、取組の見直しや改善を行います。 

⑦相談者のプライバシーを保護するための必要な措置を講じるとともに、相談を理由に不利

益な取り扱いがなされることがないよう周知します。 

 

２．社外対応 

カスタマーハラスメントに該当する事案が生じた場合、合理的な解決に向けて理性的な話

し合いを行い、より良い関係の構築に努めます。 
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